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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期 

会計期間 

自 平成17年 
５月１日 

至 平成17年 
10月31日 

自 平成18年 
５月１日 

至 平成18年 
10月31日 

自 平成19年 
５月１日 

至 平成19年 
10月31日 

自 平成17年 
５月１日 

至 平成18年 
４月30日 

自 平成18年 
５月１日 

至 平成19年 
４月30日 

売上高 （千円） 924,925 826,090 1,045,277 2,031,763 2,254,271 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） 100,963 △85,767 11,048 237,148 34,473 

中間（当期）純利益又は

中間純損失（△） 
（千円） 179,832 △61,756 28,883 286,311 49,197 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 668,900 1,274,424 1,274,424 708,849 1,274,424 

発行済株式総数 （株） 3,762 10,663 10,663 8,368 10,663 

純資産額 （千円） 380,366 1,636,137 1,775,974 566,743 1,747,091 

総資産額 （千円） 1,720,279 2,498,576 2,306,851 1,717,672 3,215,200 

１株当たり純資産額 （円） 101,107.51 153,440.63 166,554.89 67,727.51 163,846.15 

１株当たり中間（当期）

純利益金額又は１株当た

り中間純損失金額 

（円） 47,802.30 △6,160.85 2,708.74 37,265.53 4,755.70 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

（円） － － 2,695.59 － 4,562.10 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 22.1 65.5 77.0 33.0 54.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △62,305 △559,828 172,784 632,281 △1,059,873 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △3,579 △267,227 △8,830 △95,567 △256,854 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 222,673 912,551 △314,340 △26,216 1,108,355 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（千円） 244,839 684,044 239,790 598,548 390,175 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

（人） 
58 

(6) 

68 

(7) 

74 

(7) 

65 

(5) 

73 

(4) 



４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第18期中間会計期間及び第18期について

は、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。第19期中間会計期間については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失のため記

載しておりません。 

５．当社は平成18年３月17日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含

みます。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、当中間会計

期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年10月31日現在

従業員数（人） 74 (7) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

  

(1）業績 

 当中間会計期間における日本経済は、企業収益の好調を背景とした積極的な設備投資や高成長が続くBRICｓ向けの

輸出などで多くの企業が好業績をあげ、景気の拡大基調が継続する一方、原油価格の高騰による原材料価格の上昇

や、サブプライムローンの焦げ付き問題による金融市場の混乱、さらには国内の住宅着工数の減少など、先行きに不

透明感を感じさせる状況となりました。 

 当社をとりまくエレクトロニクス業界では、薄型テレビをはじめとするデジタル家電の厳しい価格競争が続いてい

るものの市場の拡大が継続し、液晶テレビ向け大型液晶パネル及びモバイル機器用小型液晶パネルとも生産の拡大が

継続しました。 

 こうした中、当社は、ファイン化が進んでいる液晶表示用ドライブＩＣ向け半導体パッケージ（ＴＡＢテープ）に

対応したテープ検査装置の販売、納入済みテープ検査装置のファイン化対応のための改造及び検査対象が多様化する

フラットパネルディスプレイ製品向けの検査装置に注力して営業活動を展開してまいりました。 

 主力製品であるテープ検査装置の受注は25台（うち20台は納入済みの改造）となり、19台（うち13台は納入済みの

改造）を販売いたしました。  

 また、精密半導体パッケージ基板向けのＢＧＡ検査装置は納入済みの改造が２台、車載用半導体等に使用されるリ

ードフレーム検査装置は１台販売いたしました。 

 次世代の主力製品として取り組んでおります液晶ＴＦＴアレイ検査装置については、受注及び販売はありませんで

したが、フラットパネルディスプレイ製品向けのうち、小型液晶パネルの検査装置を６台受注し、４台販売いたしま

した。 

 この結果、当中間会計期間の売上高は10億45百万円（前年同期比26.5％増）となり、営業利益は14百万円（前年同

期は60百万円の営業損失）、経常利益11百万円（前年同期は85百万円の経常損失）、中間純利益28百万円（前年同期

は61百万円の中間純損失）となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権及びたな卸資産の減少等によ

り営業活動によるキャッシュ・フローがプラスとなりましたが、短期借入金の返済等により前中間会計期間末に比べ

４億44百万円減少し、当中間会計期間末には２億39百万円（前年同期比64.9％減）となりました。 

   当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は１億72百万円（前年同期は５億59百万円の支出）となりました。これは主に、売

上債権の減少５億28百万円、たな卸資産の減少２億15百万円及び仕入債務の減少６億23百万円によるものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は８百万円（前年同期比96.7％減）となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出８百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は３億14百万円（前年同期は９億12百万円の収入）となりました。これは主に、短

期借入金の返済による支出３億円によるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社は単一事業部門でありますので、生産実績、受注状況、販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当中間会計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

品目別 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

半導体パッケージ外観検査装置 271,909 34.7 

  テープ検査装置 208,114 33.3 

  ＢＧＡ検査装置 54,053 55.0 

  リードフレーム検査装置 9,741 15.7 

フラットパネルディスプレイ検査装置 207,880 854.7 

  液晶ＴＦＴアレイ検査装置 26,628 109.5 

   その他 181,252 － 

その他 96,106 33.9 

合計 575,896 52.7 

品目別 
受注高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

半導体パッケージ外観検査装置 896,700 266.6 288,000 230.4 

  テープ検査装置 837,800 348.2 250,000 301.2 

  ＢＧＡ検査装置 58,900 516.7 38,000 － 

  リードフレーム検査装置 － － － － 

フラットパネルディスプレイ検査装置 201,000 87.8 67,000 29.3 

  液晶ＴＦＴアレイ検査装置 － － － － 

   その他 201,000 － 67,000 － 

その他 95,365 135.7 32,388 249.7 

合計 1,193,065 187.8 387,388 105.6 



(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割

合は次のとおりであります。 

品目別 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

半導体パッケージ外観検査装置 777,700 118.0 

  テープ検査装置 717,800 141.1 

  ＢＧＡ検査装置 20,900 29.7 

  リードフレーム検査装置 39,000 48.6 

フラットパネルディスプレイ検査装置 134,000 － 

  液晶ＴＦＴアレイ検査装置 － － 

   その他 134,000 － 

その他 133,577 80.0 

合計 1,045,277 126.5 

相手先 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

金額 
（千円） 

割合 
（％） 

金額 
（千円） 

割合 
（％） 

株式会社エム・シー・エス  162,512 19.7 538,717 51.5 

住友金属鉱山株式会社  229,500 27.8 199,709 19.1 

株式会社旭商工社 261,326 31.6 178,918 17.1 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当中間会計期間は、主力のＴＡＢテープ検査装置において、検査精度向上を目的としたソフトウエアのきめ細かい

バージョンアップ作業を実施しました。この結果、客先における検査装置の評価を大幅に高めることができました。

 また、ＢＧＡ検査装置において、ＢＧＡパッケージの検査対象範囲を大きく広げるため、搬送システムの新しいプ

ラットフォームの開発を進めており、年度内完成を目指しております。これが実現することで従来装置のワークサイ

ズの制限が大幅に緩和され、ビジネスチャンスの拡大に貢献するものと考えております。  

 当中間会計期間における研究開発費の総額は109,584千円（前年同期比4.6％減）となりました。  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

       当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 33,000 

計 33,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年10月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年１月29日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 10,663 10,663 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
－ 

計 10,663 10,663 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権（平成12年３月６日臨時株主総会決議） 

 （注）１．新株引受権の目的となる株式の数は、決議された数から株式分割、権利の行使後の調整した株を記載してお

ります。 

     ２．当社が株式分割等により、発行価額（権利行使額）を下回る払込価額で新株式を発行する場合は、次の計算

            式により調整されます。調整後、１株未満の端株が発生した場合は切り捨てるものとしております。 

３．当社が株式分割等により権利行使価額を下回る払込価額で新株式を発行する場合には、権利行使価額を次の

算式により調整し、調整後、１株未満の端株が発生した場合は切り捨てるものとしております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年12月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 151（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり  100,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成14年３月７日から 

平成22年３月５日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   100,000 

資本組入額   50,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株引受権者は当社の取締役

または使用人でなくなったと

き、新株引受権を喪失する。 

・新株引受権者が死亡した場

合、本新株引受権は、同人相

続人が相続する。 

・その他の条件は、当社と新株

引受権者との間で締結する契

約に定める。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株引受権は、第三者に譲渡

することはできない。 
同左 

代用払込みに関する事項  －  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
 －  － 

調整後新株数  ＝ 
調整前新株数 × 調整前発行額 

調整後発行価額 

調整後行使価額 ＝ 

既発行

株式数 
× 

調整前 

行使価額
＋ 

新発行

株式数
× 

１株当たり 

払込金額 

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 



    ② 新株予約権（平成15年７月25日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から株式分割、権利の行使又は退職

による権利喪失後の調整した数を記載しております。 

     ２．当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとしており

            ます。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株

            式の数について行なわれ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとしており

            ます。 

調整後株式数  ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

３．当社が行使価額を下回る払込価額で新株式を発行又は自己株式の処分をする場合には、次の算式により行使

価額を調整し、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとしております。 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数としております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年12月31日） 

新株予約権の数（個） 91（注）１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 182（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり  200,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月１日から 

平成25年７月24日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   200,000 

資本組入額  100,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権は、発行時に割当

を受けた新株予約権者におい

て、これを行使することを要

する。ただし、相続により新

株予約権を取得した場合はこ

の限りでない。 

・新株予約権発行時において当

社または当社子会社の取締役

および従業員であった者は、

新株予約権行使時においても

当社、当社子会社または当社

の関係会社の役員または従業

員であることを要する。ただ

し、任期満了による退任、定

年退職その他正当な理由のあ

る場合ならびに相続により新

株予約権を取得した場合はこ

の限りでない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権は、第三者に譲渡

することはできない。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
－ － 

調整後行使価額 ＝ 

既発行

株式数 
× 

調整前 

行使価額
＋ 

新発行株式数又

は処分株式数 
× 

１株当たり払込金額

又は未処分価額 

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 



③ 新株予約権（平成16年３月19日臨時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から株式分割、権利の行使又は退職

による権利喪失後の調整した数を記載しております。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとしており

ます。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株

式の数について行なわれ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとしており

ます。 

調整後株式数  ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

３．当社が行使価額を下回る払込価額で新株式を発行又は自己株式の処分をする場合には、次の算式により行使

価額を調整し、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとしております。 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数としております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年12月31日） 

新株予約権の数（個） 581（注）１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,162（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり  200,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日から 

平成26年３月18日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   200,000 

資本組入額  100,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権は、発行時に割当

を受けた新株予約権者におい

て、これを行使することを要

する。ただし、相続により新

株予約権を取得した場合はこ

の限りでない。 

・新株予約権発行時において当

社または当社子会社の取締役

および従業員であった者は、

新株予約権行使時においても

当社、当社子会社または当社

の関係会社の役員または従業

員であることを要する。ただ

し、任期満了による退任、定

年退職その他正当な理由のあ

る場合ならびに相続により新

株予約権を取得した場合はこ

の限りでない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権は、第三者に譲渡

することはできない。 
同左 

代用払込みに関する事項  －  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
 －  － 

調整後行使価額 ＝ 

既発行

株式数 
× 

調整前 

行使価額
＋ 

新発行株式数又

は処分株式数 
× 

１株当たり払込金額

又は未処分価額 

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 



④ 新株予約権（平成17年７月29日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から株式分割、権利の行使又は退職

による権利喪失後の調整した数を記載しております。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとしており

ます。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株

式の数について行なわれ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとしており

ます。 

調整後株式数  ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

３．当社が行使価額を下回る払込価額で新株式を発行又は自己株式の処分をする場合には、次の算式により行使

価額を調整し、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとしております。 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数としております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年12月31日） 

新株予約権の数（個） 58（注）１ 57（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 116（注）１ 114（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり  200,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年８月１日から 

平成27年７月28日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   200,000 

資本組入額  100,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権は、発行時に割当

を受けた新株予約権者におい

て、これを行使することを要

する。ただし、相続により新

株予約権を取得した場合はこ

の限りでない。 

・新株予約権発行時において当

社または当社子会社の取締役

および従業員であった者は、

新株予約権行使時においても

当社、当社子会社または当社

の関係会社の役員または従業

員であることを要する。ただ

し、任期満了による退任、定

年退職その他正当な理由のあ

る場合ならびに相続により新

株予約権を取得した場合はこ

の限りでない。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
・新株予約権は、第三者に譲渡

することはできない。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項 
－ － 

調整後行使価額 ＝ 

既発行

株式数 
× 

調整前 

行使価額
＋ 

新発行株式数又

は処分株式数 
× 

１株当たり払込金額

又は未処分価額 

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(5）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年 5月 1日～ 

 平成19年10月31日 
－ 10,663 － 1,274,424 － 605,524 

  平成19年10月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

菅原 雅史 秋田県仙北市 826 7.75 

株式会社旭商工社 神奈川県横浜市西区北幸２丁目６－５ 500 4.69 

東北パイオニア株式会社  山形県天童市大字久野本字日光1105  500 4.69 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11-３   397 3.72 

松本 富吉 京都府京都市中京区 383 3.59 

ニッセイ・キャピタル株式会社 
東京都千代田区有楽町１丁目10－１ 

有楽町ビルヂング７階 
278 2.61 

エイチエスビーシーバンクピー

エルシークライアンツノンタッ

クストリーティ 

東京都中央区日本橋３丁目11－１ 278 2.61 

ジャフコ・ジー九（ビー）号投

資事業有限責任組合 

東京都千代田区丸ノ内１丁目８－２ 

（株式会社ジャフコ内） 
260 2.44 

ジャフコ・ジー九（エー）号投

資事業有限責任組合 

東京都千代田区丸ノ内１丁目８－２ 

（株式会社ジャフコ内） 
228 2.14 

ステートストリートバンクアン

ドトラストカンパニー５０５０

２５ 

東京都中央区日本橋兜町６－７ 215 2.02 

計 ― 3,865 36.25 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,663 10,663 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 10,663 － － 

総株主の議決権 － 10,663 － 

月別 平成19年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

最高（円） 200,000 204,000 193,000 155,000 179,000 156,000 

最低（円） 133,000 141,000 141,000 115,000 98,800 115,000 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日ま

で）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成

19年５月１日から平成19年10月31日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けておりま

す。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   457,755   239,790 390,175   

２．受取手形   2,091   337 337   

３．売掛金   284,886   496,884 1,025,403   

４．有価証券   300,056   － －   

５．たな卸資産   687,492   739,126 954,783   

６．繰延税金資産   127,331   91,114 74,070   

７．その他 ※３ 38,556   25,427 50,944   

貸倒引当金   △1,300   △2,000 △4,900   

流動資産合計     1,896,870 75.9 1,590,679 69.0   2,490,814 77.5

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 
※１. 
２ 

449,479   427,033 441,931   

(2）機械装置 ※１  42,951   20,807 27,759   

(3）建設仮勘定   －   122,134 128,617   

(4）その他 
※１. 
２ 

64,265   85,485 63,432   

有形固定資産合計     556,695 22.3 655,461 28.4   661,740 20.6

２．無形固定資産     23,700 0.9 20,840 0.9   22,630 0.7

３．投資その他の資産     21,309 0.9 39,868 1.7   40,014 1.2

固定資産合計     601,706 24.1 716,171 31.0   724,385 22.5

資産合計     2,498,576 100.0 2,306,851 100.0   3,215,200 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※４ 293,810   131,862 591,496   

２．買掛金   113,637   60,296 224,083   

３．短期借入金   －   － 300,000   

４．一年内返済予定長
期借入金 

※２ 118,536   49,640 49,680   

５．未払法人税等   4,705   5,302 8,830   

６．製品保証引当金   3,689   7,240 13,451   

７．その他 ※３ 93,420   60,322 49,639   

流動負債合計     627,799 25.1 314,665 13.6   1,237,181 38.5

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２   234,640 185,000   199,300 

２．その他           

 (1)繰延税金負債     － 31,210   31,626 

固定負債合計     234,640 9.4 216,210 9.4   230,926 7.2

負債合計     862,439 34.5 530,876 23.0   1,468,108 45.7

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     1,274,424 51.0 1,274,424 55.3   1,274,424 39.6 

２．資本剰余金           

(1）資本準備金   605,524   605,524 605,524   

資本剰余金合計     605,524 24.2 605,524 26.2   605,524 18.8 

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金 

          

   固定資産圧縮積
立金 

  －   46,043 46,657   

   別途積立金   8,000   8,000 8,000   

繰越利益剰余金   △251,811   △158,017 △187,514   

利益剰余金合計     △243,811 △9.7 △103,973 △4.5   △132,857 △4.1 

株主資本合計     1,636,137 65.5 1,775,974 77.0   1,747,091 54.3 

純資産合計     1,636,137 65.5   1,775,974 77.0   1,747,091 54.3 

負債純資産合計     2,498,576 100.0 2,306,851 100.0   3,215,200 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    826,090 100.0 1,045,277 100.0   2,254,271 100.0 

Ⅱ 売上原価    599,048 72.5 750,791 71.8   1,633,956 72.5

売上総利益    227,042 27.5 294,485 28.2   620,315 27.5

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

   287,897 34.9 279,920 26.8   554,653 24.6

営業利益又は営
業損失(△) 

   △60,855 △7.4 14,564 1.4   65,661 2.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,504 0.4 1,827 0.2   4,320 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  28,416 3.4 5,343 0.5   35,509 1.6

経常利益又は経
常損失(△) 

   △85,767 △10.4 11,048 1.1   34,473 1.5

Ⅵ 特別利益 ※３  － － 2,900 0.3   78,284 3.5

Ⅶ 特別損失 ※４  4,818 0.6 － －   4,890 0.2

税引前中間（当

期）純利益又は

税引前中間純損

失(△) 

   △90,585 △11.0 13,948 1.4   107,867 4.8

法人税、住民税
及び事業税 

  4,389   2,525 7,000   

法人税等調整額   △33,218 △28,829 △3.5 △17,460 △14,935 △1.4 51,668 58,669 2.6

中間（当期）純
利益又は中間純
損失(△) 

   △61,756 △7.5 28,883 2.8   49,197 2.2

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

当中間会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10月31日） 

前事業年度（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

  

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 

別途積立金 
繰越利益剰
余金 

平成18年４月30日 残高（千円） 708,849 39,949 39,949 8,000 △190,054 △182,054 566,743 566,743

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 565,575 565,575 565,575   1,131,150 1,131,150

中間純損失     △61,756 △61,756 △61,756 △61,756

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

565,575 565,575 565,575 － △61,756 △61,756 1,069,393 1,069,393

平成18年10月31日 残高（千円） 1,274,424 605,524 605,524 8,000 △251,811 △243,811 1,636,137 1,636,137

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計 

純資産合計
資本準備金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 固定資産圧

縮積立金 
別途積立金

繰越利益剰
余金  

平成19年４月30日 残高 
（千円） 

1,274,424 605,524 605,524 46,657 8,000 △187,514 △132,857 1,747,091 1,747,091 

中間会計期間中の変動額                  

固定資産圧縮積立金取崩額       △613   613 － － － 

中間純利益           28,883 28,883 28,883 28,883 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － △613 － 29,497 28,883 28,883 28,883 

平成19年10月31日 残高 
（千円） 

1,274,424 605,524 605,524 46,043 8,000 △158,017 △103,973 1,775,974 1,775,974 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計 

純資産合計
資本準備金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 固定資産圧

縮積立金 
別途積立金

繰越利益剰
余金  

平成18年４月30日 残高 
（千円） 

708,849 39,949 39,949 － 8,000 △190,054 △182,054 566,743 566,743 

事業年度中の変動額                  

新株の発行 565,575 565,575 565,575         1,131,150 1,131,150 

当期純利益           49,197 49,197 49,197 49,197 

固定資産圧縮積立金の積立       46,657   △46,657 － － － 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

565,575 565,575 565,575 46,657 － 2,540 49,197 1,180,347 1,180,347 

平成19年４月30日 残高 
（千円） 

1,274,424 605,524 605,524 46,657 8,000 △187,514 △132,857 1,747,091 1,747,091 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度の要約 

 キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

税引前中間（当期）純利益又
は中間純損失（△） 

  △90,585 13,948 107,867 

減価償却費   29,711 33,522 72,358 

株式交付費    13,975 － 13,975 

支払利息   5,339 3,070 8,655 

社債利息   325 － 325 

受取利息及び受取配当金   △1,103 △165 △1,290 

補助金収入   － － △78,284 

補助金返還損   － － 1,712 

固定資産除却損   3,105 － 3,177 

売上債権の増減額   △123,023 528,519 △861,785 

たな卸資産の増減額   △245,985 215,656 △513,275 

製品保証引当金の増減額   1,196 △6,210 10,957 

貸倒引当金の増減額   400 △2,900 4,000 

仕入債務の増減額   26,511 △623,421 434,644 

未払金の増減額   2,412 △12,922 9,960 

未払消費税等の増減額   △29,801 24,373 △29,801 

前受金の増減額   △108,719 467 △109,205 

たな卸資産から有形固定資産
への振替額 

  － △20,714 △128,617 

その他   △36,320 26,947 △40,433 

小計   △552,561 180,170 △1,095,060 

利息及び配当金の受取額   1,061 165 1,296 

利息の支払額   △5,506 △2,587 △8,687 

補助金の受取額   － － 78,284 

補助金の返還額   － － △32,885 

法人税等の支払額   △2,820 △4,964 △2,820 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △559,828 172,784 △1,059,873 

 



    
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度の要約 

 キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

定期預金の払戻による収入   － － 73,765 

有形固定資産の取得による支
出 

  △264,984 △8,822 △307,419 

無形固定資産の取得による支
出 

  △332 － △900 

出資金の出資による支出   － － △20,000 

その他   △1,911 △8 △2,300 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △267,227 △8,830 △256,854 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

短期借入金の純増減額   △220,000 △300,000 80,000 

長期借入れによる収入   210,000 － 210,000 

長期借入金の返済による支出   △146,622 △14,340 △250,818 

社債償還による支出   △48,000 － △48,000 

株式の発行による収入   1,117,174 － 1,117,174 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  912,551 △314,340 1,108,355 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

  － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   85,495 △150,385 △208,372 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   598,548 390,175 598,548 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

  684,044 239,790 390,175 

   



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他の有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

(1）有価証券 

          同左  

(1）有価証券 

          同左  

  (2）たな卸資産 

原材料  

  先入先出法による原価法を 

採用しております。 

(2）たな卸資産 

原材料   

          同左  

(2）たな卸資産  

原材料  

 同左  

  仕掛品 

 個別法による原価法を採用

しております。 

仕掛品 

         同左 

仕掛品 

同左 

  貯蔵品 

 終仕入原価法を採用して

おります。 

貯蔵品 

          同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物       ７～38年 

構築物        15年 

機械装置     ３～12年 

車両運搬具    ２～５年 

工具器具備品   ３～10年 

建物       ７～38年 

構築物        15年 

機械装置     ３～12年 

車両運搬具      ２年 

工具器具備品   ３～10年 

 

    取得価額が10万円以上20万円

未満の減価償却資産につきまし

ては、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 

  取得価額が10万円以上20万円

未満の減価償却資産につきまし

ては、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 

 

  (2）無形固定資産 

 自社利用ソフトウェアは、見

込利用可能期間（５年）による

定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

           同左 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

           同左 

(3）長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒

実績率によっており、貸倒懸念

債権及び破産更生債権等につい

ては、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(1）貸倒引当金 

           同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）製品保証引当金 

 製品の保証期間に発生する無

償保守費に備えるため、過去の

実績に基づいて計上しておりま

す。 

(2）製品保証引当金 

同左 

(2）製品保証引当金 

同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 

至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 

同左   キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）   

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は、1,636,137千円でありま

す。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

  当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用し

ております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は、1,747,091千円でありま

す。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。  

     
     



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い  

  当中間会計期間より、「繰延資産の会計処理に関する当

 面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 

 実務対応報告第１号）を適用しております。 

  これに伴い、前中間会計期間において営業活動によるキ

 ャッシュ・フローの内訳として表示していた「新株発行 

 費」は、当中間会計期間より「株式交付費」として表示す

 る方法に変更しております。 

 ――― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年10月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年10月31日） 

前事業年度末 
（平成19年４月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

256,356千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       326,948千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

    295,757千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

建物 43,887千円

土地 20,000千円

計 63,887千円

建物 418,377千円

構築物   22,155千円

土地 20,000千円

計  460,533千円

建物 432,424千円

構築物 23,849千円

土地 20,000千円

計 476,273千円

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

一年内返済予定長期借入

金 
2,200千円

計 2,200千円

一年内返済予定長期借入

金 
 21,000千円

長期借入金 168,000千円

計 189,000千円

一年内返済予定長期借入

金 
21,000千円

長期借入金  168,000千円

計 189,000千円

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産「その他」に含めて表示してお

ります。 

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債「その他」に含めて表示してお

ります。 

※３      ――― 

※４      ――― ※４      ―――  ※４ 期末日満期手形 

      期末日満期手形の会計処理について 

    は、手形交換日をもって決済処理してい 

    ます。なお、当期末日が金融機関の休日 

    であったため、次の期末日満期手形が期 

    末残高に含まれております。  

支払手形           117,237千円 

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,099千円

表彰金収入   1,000千円

祝金受取額  975千円

受取利息      126千円

消費税等還付加算金     1,006千円

   

受取利息   1,286千円

表彰金収入    1,000千円

祝金受取額 1,175千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,339千円

社債利息 325千円

株式交付費   13,975千円

上場関連費用   6,970千円

   

支払利息  3,070千円

手形売却損    24千円

為替差損     1,389千円

たな卸資産返品損      820千円

支払利息   8,655千円

社債利息      325千円

株式交付費    13,975千円

手形売却損 500千円

為替差損 4,104千円

 ※３       ―――  ※３ 特別利益のうち主要なもの      ※３ 特別利益のうち主要なもの 

  貸倒引当金戻入益  2,900千円 補助金収入   78,284千円

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４       ――― ※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 3,105千円

補助金返還損 1,712千円

  固定資産除却損     3,177千円

補助金返還損     1,712千円

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 28,037千円

無形固定資産 1,670千円

有形固定資産   31,732千円

無形固定資産   1,789千円

有形固定資産  68,693千円

無形固定資産  3,640千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 (注) 普通株式の発行済株式総数の増加 2,295株は、有償一般募集増資による新株式の発行による増加 2,200株及び 

    新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 95株であります。 

２．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 (注) 普通株式の発行済株式総数の増加 2,295株は、有償一般募集増資による新株式の発行による増加 2,200株及び 

    新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 95株であります。 

２．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 (注)   8,368  2,295  －  10,663 

合計 8,368 2,295 － 10,663 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 10,663 － － 10,663 

合計 10,663 － － 10,663 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式 (注)  8,368 2,295 － 10,663 

合計 8,368 2,295 － 10,663 



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年10月31日現在） （平成19年10月31日現在） （平成19年４月30日現在） 

現金及び預金勘定 457,755千円

預入期間が３ケ月を 

超える定期預金 
△73,767千円

取得日から3ヶ月以 

内に償還期限の到来 

する短期投資 

(有価証券) 

 

 300,056千円

現金及び現金同等物 684,044千円 

現金及び預金勘定 239,790千円

現金及び現金同等物 239,790千円

現金及び預金勘定   390,175千円

現金及び現金同等物   390,175千円

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具 2,010 402 1,608 

工具器具備品 22,336 4,231 18,105 

ソフトウェア 4,350 1,015 3,335 

合計 28,696 5,648 23,048 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

車両運搬具 3,764 986 2,777

工具器具備品 22,336 8,699 13,637

ソフトウェア 9,246 2,395 6,851

合計 35,348 12,081 23,266

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

車両運搬具 2,010 603 1,407

工具器具備品 22,336 6,465 15,871

ソフトウェア 4,350 1,450 2,900

合計 28,696 8,518 20,178

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,534千円

１年超 17,922千円

合計 23,457千円

１年内      7,722千円

１年超       18,200千円

合計       25,923千円

１年内      5,653千円

１年超      15,066千円

合計       20,719千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料 1,941千円

減価償却費相当額 1,726千円

支払利息相当額 301千円

支払リース料      3,911千円

減価償却費相当額      3,562千円

支払利息相当額    483千円

支払リース料      5,127千円

減価償却費相当額      4,596千円

支払利息相当額    749千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について）  

 同左 



（有価証券関係） 

有価証券 

      時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

 当中間会計期間につきましては、オプション取引を利用しておりましたが、当該取引は終了しており、当中間

会計期間末では、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

 当事業年度につきましては、オプション取引を利用しておりましたが、当該取引は終了しており、当事業年度

末では、該当事項はありません。 

  
前中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年10月31日） 

前事業年度末 

（平成19年４月30日） 

その他有価証券       

  公社債投資信託（千円） 300,056 － － 

  非上場株式（千円） 500 500 500 



（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10月31日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

    ２．平成18年３月17日付で株式１株につき２株の株式分割を行っており、上記ストック・オプション数は、分割 

      後の株数で記載しております。  

    ３．付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）まで上記付与対象者の地位にあることを要します。 

 
平成12年の旧商法280条ノ
19第１項の規定に基づく新
株引受権 

第１回新株予約権 第２回新株予約権 

 付与対象者の区分及び人数 
 当社取締役 ３名 

 当社従業員 25名 

 当社取締役 ３名 

 当社従業員 15名 

 当社取締役 ４名 

 当社従業員 30名 

 株式の種類別のストック・

オプション数（注）１、２ 
 普通株式  268株  普通株式  200株  普通株式 1,188株 

 付与日  平成12年３月６日  平成15年11月25日  平成16年12月17日 

 権利確定条件 （注）３ （注）３ （注）３ 

 対象勤務期間 
 自 平成12年３月６日 

 至 平成14年３月６日 

 自 平成15年11月25日 

 至 平成17年７月31日 

 自 平成16年12月17日 

 至 平成18年３月31日  

 権利行使期間 
 自 平成14年３月７日  

 至 平成22年３月５日 

 自 平成17年８月１日  

 至 平成25年７月24日 

 自 平成18年４月１日  

 至 平成26年３月18日 

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 

 付与対象者の区分及び人数  当社従業員 12名  当社取締役 １名 

 株式の種類別のストック・

オプション数（注）１ 
 普通株式   76株  普通株式   60株 

 付与日  平成17年11月18日  平成18年２月17日 

 権利確定条件 （注）３ （注）３ 

 対象勤務期間 
 自 平成17年11月18日 

 至 平成19年７月31日 

 自 平成18年２月17日 

 至 平成19年７月31日 

 権利行使期間 
 自 平成19年８月１日  

 至 平成27年７月28日 
同左 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

②単価情報 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10月31日） 

 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

平成12年の旧商
法280条ノ19第
１項の規定に基
づく新株引受権 

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

 付与日(取締役会決議日) 平成12年３月６日 平成15年11月25日 平成16年12月17日 平成17年11月18日 平成18年２月17日

 権利確定前   （株）          

 前事業年度末 － － － 76 60 

  付与 － － － － － 

 失効 － － － 20 － 

 権利確定 － － － － － 

 未確定残 － － － 56 60 

 権利確定後   （株）          

  前事業年度末 222 200 1,176 － － 

 権利確定 － － － － － 

  権利行使 71 12 12 － － 

  失効 － 6 2 － － 

  未行使残 151 182 1,162 － － 

 
平成12年の旧商法280条
ノ19第１項の規定に基づ
く新株引受権 

第１回新株予約権 第２回新株予約権 

 付与日(取締役会決議日) 平成12年３月６日 平成15年11月25日 平成16年12月17日 

 権利行使価格      （円） 100,000 200,000 200,000 

 行使時平均株価     （円） 442,634 470,500 477,000 

 公正な評価単価（付与日）（円） － － － 

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 

 付与日(取締役会決議日) 平成17年11月18日 平成18年２月17日 

 権利行使価格      （円） 200,000 200,000 

 行使時平均株価     （円） － － 

 公正な評価単価（付与日）（円） － － 



（１株当たり情報） 

 (注) １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりでありま 

    す。  

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１株当たり純資産額 153,440.63円

１株当たり中間純損失

金額 
 6,160.85円

１株当たり純資産額  166,554.89円

１株当たり中間純利益

金額 
2,708.74円

潜在株式調整後1株当

たり中間純利益 
2,695.59円

１株当たり純資産額  163,846.15円

１株当たり当期純利益

金額 
  4,755.70円

潜在株式調整後1株当

たり当期純利益 
4,562.10円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり中間純

損失であるため記載しておりませ

ん。 

   

  
前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日)

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又は

１株当たり中間純損失金額 
     

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）  
△61,756 28,883 49,197 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）（千円） 
△61,756 28,883 49,197 

期中平均株式数（株） 10,024 10,663 10,345 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 52 439 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

 旧商法第280条ノ19

第１項の規定に基づく

新株引受権（新株予約

権の目的となる株式の

数151株）及び新株予

約権３種類（新株予約

権の目的となる株式の

数1,476株）。 

 新株予約権３種類

（新株予約権の目的と

なる株式の数1,460

株）。 

 ――― 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

 該当事項はありません。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第19期）（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日）平成19年７月30日東北財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年１月26日 

インスペック株式会社  

  取締役会 御中      

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山下  隆  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 原田 清朗  印 

  当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインス

ペック株式会社の平成18年５月１日から平成19年４月30日までの第19期事業年度の中間会計期間（平成18年５月１日から

平成18年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書

及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、インスペック株式会社の平成18年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年５月

１日から平成18年10月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成20年１月29日 

インスペック株式会社  

  取締役会 御中      

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山下  隆  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 原田 清朗  印 

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるインスペック株式会社の平成19年５月１日から平成20年４月30日までの第20期事業年度の中間会計期間（平成19年５

月１日から平成19年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、インスペック株式会社の平成19年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成19年５月

１日から平成19年10月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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